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１ 序論 

（１） 合併の必要性 

① 1市 2町の沿革とさまざまな結びつき 

 現在の 1 市 2 町の区域が形づくられてから半世紀が経過した今日、さまざまな民間分野での

活動や国・県の行政が市町の境界を越えて 1 市 2 町を一つの単位に展開されています。

 1 市 2 町は、すでにし尿処理、ごみ処理、消防、水道など、住民生活の根幹を支える仕事を

共同で処理しており、これらに従事する職員は、市町の行政に携わる職員全体の約 1/4※を占め

ています。

 1 市 2 町の合併は、このような広域行政を推し進め、住民生活を支援する市町の行政全般に

ついて一体的で効率的な運営を行うための手法です。

※ 市立病院職員を除く。

 

② 日常社会生活圏の拡大 

 現在、1 市 2 町のいずれにおいても、住民の半数以上が他の市町へ通勤しており、中でも 1
市 2 町相互間の通勤者数が目立って増加しています。

 購買動向においても、近年、祖父江町から稲沢市、平和町から稲沢市への流入が増加し、稲

沢市商圏としての結びつきを深めていることを示しています。

 1 市 2 町の合併は、すでに行政の圏域を意識することなく日常的に行われ、次第に結びつき

を深めている住民生活の圏域に合わせ、行政の枠組みを再編成しようとするものです。

 

③ 少子高齢化の進行 

 出生率低迷の影響を受け、今後わが国の人口は減少し、全体としての高齢化が進行していき

ます。このため、将来、限られた生産年齢人口が多くの高齢者を支える社会が到来するものと

予測されています。

 1 市 2 町においても、生産年齢人口（15 歳～64 歳人口）割合は平成 2 年から 7 年頃にかけ

てピークを迎え、その後減少に転じている一方、老年人口割合については、一貫した上昇傾向

を示して 20 年間で約 2 倍に達しており、少子高齢化が確実に進行しています。

 生産年齢人口の減少による経済活力の低下など、右肩上がりの経済成長が望めない状況にあ

って、高齢化の進行に伴い、保健、医療、福祉に要する経費は着実に増加しています。

 1 市 2 町の合併は、このような状況に適切に対処するため、これまで以上に、効率的で力強

い行政の体制を形づくるための取り組みです。

④ 地方分権の進展 

 わが国の社会経済は、ＩＴの飛躍的発展を背景に、従来の規格大量生産型工業社会から大き

く変貌を遂げようとしています。

 また、地球環境問題や、グローバルな社会経済活動のひろがりなど、世界的な潮流の変化も

顕在化しています。
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 こうした中で、これらの変化に対応した地域経済運営や、環境共生型社会づくり、保健、医

療、福祉をはじめとする分野における少子高齢化への対応、あるいは子どもを取り巻く環境の

変化に対応した人づくりなど、市町村が対応すべき新たな行政課題が増大しています。

 1 市 2 町の合併は、行政課題が高度化、多様化する一方、地方分権改革が自立した財政基盤

を伴う自治体の確立へと向かう今日、市町村が地域における負担と受益の関係を明確にしつつ、

自ら施策を決定し、説明責任を果たしうる体制を整備していくための取り組みです。

⑤ 厳しい財政状況 

 依然として厳しい経済情勢が続く中、平成 15 年度末には、国と地方を合せた借金が国民一

人当たり 548 万円に相当する 695 兆円に上ると見込まれるなど、わが国の財政状況は、先進国

中最悪の危機的な状況にあります。

 1 市 2 町の合併は、行財政運営の効率化をこれまで以上に推し進め、行財政システムを持続

可能なものへと改革していくための取り組みです。
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（２） 計画策定の方針 

① 計画策定の根拠及び内容 

 この新市建設計画は、稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会が、市町村の合併の特例に関す

る法律第 5 条の規定に基づく市町村建設計画として策定するものです。

 本計画においては、新市のまちづくりの基本方針を定め、新市及び愛知県が実施するまちづ

くりの根幹となるべき主要事業や特徴的な事業等の施策を掲載するとともに、公共的施設等の

統合整備に関する基本的な方針を明らかにします。

 また、新市建設計画には、計画期間を対象とする財政計画を盛り込みます。

 

② 計画の期間 

 本計画の計画期間は、合併年度及びこれに続く 10 年度間です。

  ※ 17.3.1 合併の場合には、平成 16 年度（3 月以降）～26 年度

③ 計画の対象地域 

 本計画の対象地域は、1 市 2 町の全域です。

 

④ 計画策定に当たっての留意事項 

 計画の策定に当たっては次の事項に留意しました。

○ 1 市 2 町が進めているまちづくりの方向性を可能な限り尊重するとともに、各地域の持つ

自然、歴史、文化等の特徴を活かし、1 市 2 町全体の住民福祉と活力の向上を目指すこと。

○ 新市の均衡ある発展を目指すこと。

○ 新市民の交流・連携が進められるよう十分に配慮し、新市の一体性の速やかな確立を目指

すこと。

○ 新市建設計画には新市のまちづくりにおいて真に必要な事業等を位置付けることとする

など、合理的で健全な財政運営に裏付けられた着実な計画とすること。   
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２ 地域の概況 

（１） 位置・面積 

 1 市 2 町は、ほぼわが国の地理的中心に位置し、その全域が中部圏の中心都市である名古屋

市の都心部から 10km～20km 圏内に含まれています。

 1 市 2 町は、県内市町村中 22 位に相当する 79.30k ㎡の面積を有し、東西約 14.4km、南北

約 9.4km の広がりをもっています。

 農用地や河川・水路等が総面積の過半を占めていることから明らかなように、大都市近郊に

位置しながら、水と緑に恵まれているという特徴を有しています。

（２） 人口・世帯数 

① 人口 

 現在の市町の区域が形成された昭和 30 年代以降の約 50 年間に 1 市 2 町の人口は、約 2 倍の

約 137,000 人に達しました。

 昭和 30 年代から 40 年代前半において、1 市 2 町の人口増減率は全国・県内平均を上回る増

加を示し、その後は、現在に至るまで、県内平均をやや下回る全国平均とほぼ同等の水準で推

移しています。

 

② 世帯数 

 1 市 2 町の世帯数は、一貫して増加しており、平成 12 年には約 44,000 世帯に達しました。

 1 世帯当たり人員は、昭和 40 年の 4.93 人から一貫して減少し、平成 12 年には 3.12 人とな

っています。

 

（３） 自然環境 

 1 市 2 町は、年間を通じて温和な気候と降雨に恵まれています。

 1 市 2 町の西端は、わが国有数の大河である木曽川に接し、地域内には、尾張西部の代表的

な河川である日光川を始めとする多くの中小河川が流れています。

 また、海抜高度が、最高 15.8m、最低が-0.7m と地域を分断する山地もなく、生産性の高い

平坦な地形に恵まれています。
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（４） 歴史・沿革 

① 近世（江戸期）以前 

 律令制下の 1 市 2 町は、尾張国中島郡に属していたと推定されます。現在の稲沢市には、こ

の時代に尾張国府が置かれ、奈良時代に入ると国分寺、国分尼寺が置かれるなど、尾張国の政

治・経済・文化の中心地として栄えました。尾張大国霊神社（国府宮）のはだか祭りも奈良時

代が起源と伝えられています。

 中世において、三宅川沿いの一帯は水陸交通の要衝として重要な位置を占めていたと考えら

れます。祖父江町、平和町には長岡荘を始めいくつかの荘園が置かれていたことが知られてい

ます。また、室町末期以降、三宅川、旧萩原川（日光川）の治水事業が行われていきました。

 1 市 2 町は、江戸期を通じて尾張藩領に属していました。

 17 世紀初頭の木曽川堤防（お囲い堤）の完成以降、稲沢市の明治地区、祖父江町、平和町域

を中心に新田開発が進む一方、江戸期を通じて、鎌倉時代に柏庵和尚が柑橘類の接木法と種子

を中国から持ち帰ったのが始まりであると伝えられる植木・苗木の生産や野菜の生産が盛んに

なるなど、恵まれた自然条件と城下町名古屋の近郊という地理的な条件を活かした農業生産が

行われていきました。

② 近代（明治期）以後の１市２町の沿革 

 明治初期、1 市 2 町の地域には、100 程度の村々が存在していました。

 明治 21 年（1888 年）、市制町村制が公布されるとともに、おおよそ 300 戸ないし 500 戸を

標準として内務大臣訓令に基づく町村合併が全国的に行われました（「明治の大合併」）。

 この結果、明治 22 年（1889 年）10 月の愛知県における市制町村制の施行時には、現稲沢

市の地域が 1 町 24 村、現祖父江町の地域が 6 村（１組合を含む。）、現平和町の地域が 3 村の

計 1 町 32 村（うち三宅村が重複。）に集約されました。その後、明治 29 年（1896 年）8 月に

は現祖父江町のうち祖父江村が町制を施行して祖父江町となっています。

 明治の大合併の結果、県内の町村は 1 市 648 町村に再編されましたが、なお、その町村数は

全国の府県中最も多く、平均戸数は全国 3 番目に少なかったとされています。

 このような中、明治 38 年（1905 年）10 月、県知事は、戸数千・人口 5 千以上を標準に合

併を進めるよう要請し、これを契機として、現在の稲沢市が稲沢町、明治村、千代田村、大里

村の 4 町村へ、現在の祖父江町が祖父江町、長岡村の 2 町村へと再編されるとともに、現在の

平和町の前身である平和村が誕生しました。

 平和村は、昭和 29 年（1954 年）4 月に町制を施行し、平和町として現在に至っています。

 戦後の地方自治制度の創成期に、6・3 制の教育制度の発足に伴って新制中学校が市町村の事

務とされるなど、市町村には新たな事務が委ねられていきます。

 昭和 28 年（1953 年）、町村合併促進法が可決・成立し、人口概ね 8 千人以上を標準に町村

合併が推進されると（「昭和の大合併」）、昭和 30 年（1955 年）4 月には、稲沢町、明治村、千

代田村、大里村が合併して稲沢町が新設、昭和 31 年（1956 年）9 月には、祖父江町が長岡村

を編入し、1 市 2 町の現在の区域が完成しました。

 その後、稲沢町は昭和 33 年（1958 年）11 月に市制を施行し、現在に至っています。
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（５） 産業 

① 就業構造 

 1 市 2 町では、全国平均に比べ、第一次産業と第二次産業就業人口の割合が高く、第三次産

業の割合が低くなっていますが、近年、1 市 2 町のいずれにおいても、第一次産業就業人口割

合が大きく減少するとともに、第一次産業、第二次産業から第三次産業へと就業構造が変化し

ようとしています。

 

② 農業 

 平成 13 年における 1 市 2 町の農業産出額は 105.9 億円であり、近年、安定した値で推移し

ています。

 1 市 2 町の農業産出額は、県内の市町村中、豊川市、西尾市に次ぐ、第７位にランクされ、

尾張地方では第１位に相当します。

 中でも種苗・苗木類、野菜、花きなどの生産が地域の農業を特徴付けています。

 

③ 工業 

 平成 14 年における 1 市 2 町の製造品出荷額等は 5,525 億円に上りますが、近年、減少傾向

にあります。

 この製造品出荷額等は、近隣の小牧市、春日井市に次ぎ、一宮市を上回るものであり、業種

別にみると、一般機械、プラスチック、電子部品、非鉄金属、食料品などが主力を占めていま

す。

 

④ 商業 

 平成 14 年における 1 市 2 町の年間販売額（小売業）は 1,261 億円であり、平成 9 年までに

大型店舗の出店によって急増し、それ以降、安定した値を推移しています。

 これは、近隣の春日井市、一宮市、小牧市に次ぎ、瀬戸市を上回るものです。
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３ 主要指標の見通し 

（１） 総人口・年齢別人口 

 平成 12 年国勢調査を基準に、現在計画されている土地区画整理事業を始めとする基盤整備

事業が進捗した場合、1 市 2 町の総人口は、平成 32 年頃まで漸増を続けるものと推計され、

本計画が満了する平成 27 年には 142,000 人程度に増加し、その後減少に転じた平成 37 年にお

いても 140,000 人を維持するものと見込まれます。

 また、1 市 2 町のいずれにおいても、引き続き、高齢化が急速に進行していくものと予想さ

れます。

 計画されている基盤整備の影響を加味した人口推計（総人口） 

（２） 世帯数・世帯当たり人員 

 今後、少子高齢化に伴って世帯主となる年齢層が増加し、世帯の規模が引き続き縮小すると

ともに、1 市 2 町の世帯数は、当面増加していくことが見込まれます。

 この場合の 1 世帯当たり人員は、平成 12 年の 3.12 人からさらに減少を続け、平成 27 年に

おいては、2.93 人と 3 人を下回る水準で推移するものと見込まれます。

 

1 世帯当たり人員推計 
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４ まちづくりの基本的な考え方 

（１） まちづくりの基本理念 

① 創造 

  新市は、豊かな環境（量的な豊かさ）と心の豊かさ（質的な豊かさ）を創造するまちづくり

を目指します。

② 交流 

 新市は、地域の歴史・文化を大切にし（時間的な一体性、連続性）、地域を越えて、ひと・も

の・情報が活発に行き交う（面的な一体性、連続性）まちづくりを目指します。

③ 自立 

 新市は、自らの責任と力で、地域の発展と社会の発展に貢献するまちづくりを目指します。

まちづくりの基本理念 
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（２） まちづくりの基本方向 

① １市２町の将来のまちづくりの基本的な考え方 

   １市２町の歴史、文化を大切にし、木曽川や豊かな水田など恵まれた水と緑の生活空間の保

全に努めます。また多種多様な工業生産、集客力のある商業集積、特色ある農業生産の充実に

努め、人が活発に交流し、生きがいとやさしい豊かな心をはぐくむことができる都市を目指し

ます。

   行政区域の拡大に伴い、情報技術の活用や道路ネットワークの整備などを進め、住民サービ

スの維持に努めます。

   効果的な行財政運営に努め、新市の均衡ある発展と速やかな一体性の確立を目指します。

② まちづくりの基本方向 

 まちづくりの基本的な考え方に基づき、次の５つの目標を実現するために施策・事業を推進

します。

  1）自然に恵まれた安全なまち

  2）活き活きと人が交流するまち

  3）豊かな心をはぐくむまち

  4）安心して暮らせるまち

  5）協働して育つまち

（３）新市の将来像 

   「まちづくりの基本方向」を踏まえ、新市が目指すべき将来像を次のように設定します。

「自然の恵みと心の豊かさ 人が輝く 文化創造都市」 
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（４） まちづくりに向けた取り組み（施策の大綱） 

① 自然に恵まれた安全なまち 

  水と緑に恵まれた豊かな環境を潤いと安らぎのある快適な生活に欠くことのできないもの

として、また地域を特徴づける資源として位置付け、その保全整備に努めます。

  災害発生時の被害を最小限にとどめることができる安全なまちづくりを積極的に進めます。

  

  

② 活き活きと人が交流するまち 

  市内各地域はもとより、安全で快適な広域的アクセスを可能とする道路ネットワークを整備

するとともに、多くの市民が集い、交流する都市基盤整備を推進し、新市全体の均衡ある発展

を目指します。

  また、地域の特性に根ざした競争力ある産業の振興を図ります。

③ 豊かな心をはぐくむまち 

  先人が築いた文化や歴史を継承し、発展させながら、将来を担う人づくりに取り組むととも

に、豊かな心と生きがいをはぐくむまちづくりを進めます。

④ 安心して暮らせるまち 

  心と体の健康づくりを推進するとともに、困ったときにも、支え合いと適切な支援が受けら

れる安心して暮らせるまちづくりを進めます。

自然に恵まれた安全なまち 水と緑に恵まれた快適な生活空間づくり

災害に強い安全なまちづくり

活き活きと人が交流するまち 多くの市民が集い、交流する都市基盤整備

競争力ある産業の振興

豊かな心をはぐくむまち 将来を担う人づくり

豊かな心と生きがいづくり

安心して暮らせるまち 心とからだの健康づくり

支え合いと適切な支援
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⑤ 協働して育つまち 

  地域住民、企業、ボランティア、ＮＰＯ等と行政との協働を進め、多様な主体が連携・協力

しながら新市のまちづくりに取り組む環境を形成していきます。

⑥ 計画推進のために 

  新市の一体性の速やかな確立と均衡ある発展を目指して、新市はこれまで以上に効率的かつ

効果的な行財政運営を図りながら新市建設計画を推進していきます。

  また、広域的に果たすべき役割が重みを増す中で、さらなる広域行政の推進に取り組みます。

（５） 土地利用方針（ゾーニング） 

新市においては、既成の市街化区域を中心とした「市街地ゾーン」を中心に、現在の稲沢市

域においては南北方向、祖父江町域・平和町域においては東方向に向けて市街地が発展してい

くものと考えられます。

ＪＲ稲沢駅周辺地域を高次都市機能の集積による広域都市交流拠点、木曽三川公園周辺地域

をわが国有数の河川に臨む広域レクリエーション拠点として位置付け、新市を特徴づける拠点

ゾーンとしての機能を発揮させていく必要があります。

これらの拠点ゾーン、市街地ゾーンを国道 155 号、西尾張中央道を基幹とする南北軸と南大

通線・祖父江稲沢線、稲沢西春線、春日井稲沢線を基幹とする東西軸によって連結することに

より、新市全体の均衡ある発展と広域的な交流・連携を図ることが必要です。

協働して育つまち
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５ 新市の施策 

 

（１） 自然に恵まれた安全なまち 

① 水と緑に恵まれた快適な生活空間づくり 

（環境対策） 

 環境の保全に対する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、「環境基本条例」「環境基

本計画」に基づき、環境改善に向けた体系的な取り組みを進めます。また、市民一人ひとりの

環境に対する意識を高め、市民・事業者・行政の協働による環境改善活動を進め、良好な生活

環境の形成を進めます。

（農村整備） 

 農村集落において、快適でゆとりある住環境を確保するとともに、農業の健全な発展と農地

の適正な利用を促すため、農村振興総合整備事業などの効果的な基盤整備を推進し、生きがい

のある就業の場、文化的で利便性のある生活の場を形成します。

（住宅） 

災害に強い住宅へのニーズの高まりに対応するために、旧基準木造住宅（昭和 56 年 5 月 31
日以前）の耐震診断を行い、耐震改修の必要な住宅の所有者に対し改修費用の一部を補助しま

す。また、多様な住宅ニーズに対応するため、老朽化した西島市営住宅の建替えを進めるとと

もに、住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画の改定を行い、既存の公営住宅

の整備を進めます。

（ごみ処理） 

廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理という循環型社会形成推進基本法

の趣旨に基づき、ごみ減量化推進事業やごみ焼却灰等溶融化事業を進めます。また、市民・事

業者・行政がそれぞれの役割に応じた取り組みを進め、地球環境にやさしい循環型社会の形成

に努めます。

（公園・緑地） 

公園利用者の利便性と公平性を保ちながら、既成市街地及び集落などの居住地がカバーでき

るよう、土地区画整理事業区域などにおいて公園・緑地のバランスのよい配置に努めます。広

域レクリエーション拠点や平和中央公園などの大規模な公園については、新市の環境の改善や

景観の向上に寄与するとともに、コミュニケーションの場として多くの市民が利用できるよう

整備を進めます。

（緑化） 

酸素の供給源、地球温暖化の抑制といった重要な役割を担う緑地を拡大するために、公園樹

や街路樹などの公共緑化に加え、須ヶ谷川桜づつみなどの緑道整備を進めます。また今後は市

民・事業者・行政が協働して多様な緑化活動を推進し、「緑のまち」の確立を図ります。

（上水道） 

石綿セメント管や経年管及び浄配水施設の老朽化や機能低下に応じ、計画的に更新を行うと

ともに、品質マネージメントシステムの手法により効率的な管理を進め、安全で安定した水道

水の供給体制を整備します。 
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（下水道・し尿処理） 

美しい自然環境と快適な居住空間を確保するために、住民の合意と地域の条件に合わせて公

共下水道・特定環境保全公共下水道・コミュニティプラント・農業集落排水・合併浄化槽など

の処理施設や都市下水路の整備を進めます。また、下水道の供用開始後の普及率向上に向けて、

住民への啓発やＰＲに努めます。

（河川整備・排水対策） 

水害から市民を守るために、治水計画に基づき､河川や排水路の適正な維持管理、効率的な

整備を推進し、河川や水路の排水機能強化を図るとともに、雨水対策として雨水貯留施設や浸

透施設の設置について検討します。また、身近な憩いの空間としての河川整備を進めます。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

斎場の維持管理 祖父江斎場の維持補修及び整備  

農村振興総合整備 農村振興総合整備事業（長束地区）

農村活性化住環境整備事業（目比地区）

県事業を含む 

市営住宅整備 西島市営住宅建替事業（明治老人憩いの家含む）

市営住宅の維持管理及び整備

 

住宅マスタープラン・公営住宅

ストック総合活用計画改定 

住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合

活用計画の見直し・改定

 

ごみ減量化推進事業 容器包装リサイクル法に対応した分別収集の実

施

 

ごみ焼却灰等溶融化事業 焼却灰等を溶融、スラグ化し、最終処分量を削減  

ごみ収集処理体制の整備 ごみ収集車の整備

稲沢清掃工場の維持補修

 

公園緑地整備事業 都市公園整備事業（平和中央公園）

公園・緑地の整備（下津陸田地区、西町地区、

国府宮地区、北島地区）

 

公園維持管理 公園の清掃等管理  

広域レクリエーション拠点整備 祖父江ワイルドネイチャー緑地整備  

道路緑化事業 植樹帯維持管理  

公共施設緑化事業 公共施設植栽等の維持管理  

木曽川河川敷松保全 木曽川河川敷の松群生保全  

桜づつみ整備 須ヶ谷川桜づつみの整備（大字上三宅、中三宅、

下三宅地内）

 

水道管維持管理 石綿セメント管、老朽管の布設替  

浄水場施設・設備整備 石橋第二浄水場の整備

浄配水場施設テロ等対策
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主要事業 事業の内容 備考 

し尿処理体制の整備・維持管

理 

平和処理場の維持補修及び整備

集中処理浄化槽施設の維持管理

 

公共下水道事業 公共下水道事業  

農業集落排水事業 農業集落排水事業（長岡西部地区）  

都市下水路整備 公共下水道事業の一環として都市下水路を整備  

水辺環境整備 県営水環境整備事業大江川地区 県事業 

排水施設整備事業 排水機、排水路等の改修・整備 県事業を含む 

河川･水路整備 二級河川の改修

準用河川施設の維持補修及び整備

水路施設の維持補修及び整備

県事業を含む 

都市排水路整備 都市排水路の維持及び整備  
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② 災害に強い安全なまちづくり 

（防災） 

東海豪雨のような集中豪雨や東海、東南海地震などの大地震の発生が危惧されており、市民

との連携・協力体制の整備、災害用品備蓄倉庫などの防災施設の整備、充実により、強固な防

災体制を確立し、災害に強いまちづくりを推進します。

（消防・救急） 

市民の生命・身体・財産を火災等の災害から守るために、消防施設の整備など消防力を強化

するとともに、市民と協力して防火体制を充実します。また、医療機関との連携を図り、救急

体制の整備を推進します。

（防犯） 

犯罪を未然に防止し、地域の安全を確保するため、新市において防犯に関する組織を整備し

つつ、警察、各種防犯組織、地域住民、ボランティア等との密接な連携の下で、地域ぐるみの

防犯活動や防犯施設の整備を推進します。

（生活道路） 

生活道路における交通の安全性、快適性を高めるために、車道と歩道の分離、幹線道路等と

の連携や集落間の連携強化及び危険箇所の点検を実施し、必要な安全施設の整備を図ります。

また耐震対策として、橋りょうの維持補修や整備を図ります。

（交通安全） 

交通事故から市民を守るために、幼児、高齢者、障害者などの交通弱者や各世代に対する交

通安全教育、交通安全意識の啓発活動を行うとともに、交通安全施設の整備を進めます。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

防災施設・設備整備 食料、応急用資機材の備蓄倉庫の整備  

震災対策 民間木造住宅の耐震対策を支援  

公共施設耐震対策 小中学校施設の耐震対策

橋りょうの耐震対策

 

消防団の充実 消防ポンプ自動車の更新  

消防水利整備事業 防火水槽の設置等消防水利の整備  

消防設備整備 消防車両の更新等消防施設・装備の整備  

橋りょう維持整備 橋りょうの整備（本郷橋、天王橋、陸田跨線橋

ほか）及び維持修繕

本郷橋、天王橋

については県河

川事業関連 

道路新設改良整備 未舗装道路の舗装、生活道路の新設・改良  

道路維持管理 舗装補修、側溝修繕・浚渫等道路の維持管理  

道路台帳管理 道路台帳の適切な管理  

交通安全施設整備 交通安全施設の維持補修及び整備  
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（２） 活き活きと人が交流するまち 

① 多くの市民が集い、交流する都市基盤整備 

（市街地整備・開発指導） 

地域の活性化を目指し、広域都市交流拠点における交流施設の整備、市街地ゾーンにおける

商業、サービス機能の効率的な集積、都市型住宅の積極的な誘導など戦略的な整備を図ります。

また、公共施設等の整備が不十分な既成市街地については、住民との協働により良好な生活環

境の整備を図るとともに、市街化調整区域内においては、無秩序な開発や建築行為を規制し、

良好な環境保全に努めます。

（都市景観） 

都市景観は、市民・事業者と行政がともに理解し、協力し、知恵を出し合って創りあげるも

のであるとの基本的な認識に立ち、公共施設・公共空間のデザインの向上、市民の参加と意識

の高揚を図り、それぞれが役割分担をしながら協働して魅力的な景観の創出に取り組みます。

（幹線道路） 

都市活動の向上や都市の健全な発展を支える体系的な道路ネットワークを確立し、新市の速

やかな一体性を図るために、都市計画道路南大通線、祖父江稲沢線、稲沢西春線などの幹線道

路の整備を推進するとともに、関係機関との連携のもとで、広域的なアクセスの向上に努めま

す。

（駅前広場・自転車等駐車場・駐車場） 

長期的な視点から商業・業務機能の拡充に伴って発生する交通需要に対して、駅周辺の交通

機能を確保できるよう、駅前広場、自転車等駐車場、駐車場などの交通施設の整備並びに自転

車等駐車場の集約化について検討を進めます。また、駅前広場が未整備な地区については、需

要の動向を踏まえて駅周辺の交通施設の整備を進めます。

（公共交通） 

ＪＲ及び名鉄の鉄道列車の輸送力向上を要請するとともに、交通弱者の移動手段を確保する

ために、新たな地域の交通手段の検討を進めます。

（情報化） 

情報通信技術を活用し、生活の利便性を高める市民サービスの提供を支援する行政情報管理

システムを効率的かつ効果的に構築し、利用しやすい電子自治体の実現を目指します。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

広域都市交流拠点整備事業 尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業

愛知県の公共・公益業務施設用地の利用につい

ての検討

（仮称）地域交流センターの整備

県事業を含む 

土地区画整理事業 稲沢西土地区画整理事業

下津陸田土地区画整理事業
 

都市計画マスタープラン改定 都市計画マスタープラン及び緑のマスタープラ

ン（緑の基本計画）の見直し、策定
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主要事業 事業の内容 備考 

既成市街地住環境整備 新市街地の形成に向けた調査等（大字祖父江地

内）

道路等の地区内施設整備（大字法立地内ほか）

 

幹線道路整備 

 広域幹線交通軸（東西軸） 新市の東西幹線軸整備の推進（稲沢西春線、春

日井稲沢線、南大通線、祖父江稲沢線、拾町野

横断線）

県事業を含む 

 広域幹線交通軸（南北軸） 一般国道155号歩道改修の推進

 地区幹線交通軸整備 新市内幹線道路の整備（尾西津島線ほか）  

 広域交流促進道路整備 拠点周辺幹線道路整備の推進等（治郎丸赤池線、

巡見街道ほか）

土地区画整理事業関連に伴う幹線道路整備（中

大通線、木全池部線）

 

 新市連携促進道路整備 合併前の市町相互の連携を促進する道路整備の

推進
 

駅前広場整備 森上駅前広場等整備（尾西森上線）  

行政情報化の推進 基幹業務システムの統合

公共施設のネットワーク整備

統合型地理情報システムの整備促進

 

地域情報化の推進 

 

祖父江町域へのＣＡＴＶのサービスエリアの拡

大

ＩＴ（情報通信技術）を活用した市民サービス

の推進
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② 競争力ある産業の振興 

（農業振興） 

伝統的技術に支えられた地場産業の植木･苗木産業を始め、地域特産である「ぎんなん」や

都市近郊型農業としての「みつばやトマトの水耕栽培」など、特色ある農業の振興を図ります。

また、用排水路や農道など、農業生産の基盤となる施設の整備を進めます。

（商業・サービス業） 

市街地を中心とした商業の活性化を図るために、広く事業者、市民、ＮＰＯなどの参画を得

ながらまちづくりに関する課題を検討し、地域ニーズを踏まえて市民の協力が得られる市街地

活性化施策を推進します。

（工業） 

地域経済を支えている製造業の活性化を図るために、中小企業に対する支援策の充実を図る

とともに、企業立地の競争力を確保する基盤整備を進めます。

（観光） 

新市への観光客誘致のために、歴史的資源・自然的資源・産業観光資源の発掘・整備、祭り、

イベントなどの充実を図るとともに、効果的なＰＲ活動を展開します。

（雇用・勤労者支援） 

厳しさを増す雇用環境の中で、勤労者が安心して働ける環境を確保するために、社会経済動

向や国の施策を的確にとらえ、勤労者のニーズに沿った雇用対策に取り組みます。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

農業基盤整備 用排水路、農道等整備等 県事業を含む 

中小企業支援事業 商工業振興資金融資制度、商工組合中央金庫制

度融資への支援

中小企業振興奨励助成

 

勤労者資金融資事業 勤労者資金融資制度への支援  
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（３） 豊かな心をはぐくむまち 

① 将来を担う人づくり 

（幼児教育） 

幼児がより良い環境で適切な教育を受けることができるよう幼稚園への支援を継続します。

（義務教育） 

多様化する教育ニーズに対応するため、総合的な学習の時間の充実を図ります。特に情報社

会に対応した教育環境整備を図り、英語指導助手の増員及び中学生海外派遣など国際理解教育

の事業の推進に努めます。

また､学校安全対策の一環として、教育施設の耐震整備を図ります。

学校給食については、運営方法などについても検討します。

（高等学校・大学教育） 

将来の社会の担い手である人材を育むために、高等学校・大学・短期大学と地域社会との連

携を密にし、地域の特性と学校の特色を生かした教育の充実を支援します。

（青少年健全育成） 

これからの社会を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、豊かな人間性を身につけられ

るよう、地域や関係機関、ボランティア団体と連携を図りながら総合的な取り組みを進めます。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

小中学校施設整備 平和中学校プール新設、小中学校プール改修、

小学校体育館・校舎改築等の施設整備

小中学校施設の耐震対策（再掲）

 

小中学校設備整備 学童用机椅子等の更新  

情報教育の推進 小中学校へのパソコン配備の充実及びネットワ

ーク環境整備

 

国際理解教育の推進 小学校の英語指導助手の配置

中学生海外派遣事業

 

給食センター設備整備 配送用トラックの購入等  
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② 豊かな心と生きがいづくり 

（生涯学習） 

自主的な学習活動が展開される生涯学習社会の形成を進めるため、学習環境を充実するとと

もに、学習成果を活用できる仕組みづくりに取り組みます。また、新図書館の建設に合わせ、

図書館ネットワークの充実に努めます。

（文化・芸術活動） 

地域に根ざした文化・芸術を育成するために、文化・芸術活動の多種多様な機会を提供し、

活発で自主的な文化・芸術活動を促進するとともに、市民の文化・芸術意識を高めます。

（文化財） 

貴重な文化財や埋蔵文化財の保存、伝統芸能の伝承に努めます。また、文化財に触れられる

機会を様々な形で拡充し、文化財に対する愛護意識の高揚や保全に対する理解を深めます。

（スポーツ活動） 

市民の健康の保持増進及び体力の向上を進めるために、生涯にわたって自主的・主体的にス

ポーツ活動に親しみ、市民相互の交流を図ることができる諸条件の整備に努めます。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

図書館整備 市立図書館の新設

既設図書館の充実と新図書館との連携

 

文化活動・地域交流拠点施設

整備 

大里西公民館リニューアル工事

公共施設設備改修、更新等（稲沢市民会館、稲

沢市総合文化センター、平和町農村環境改善セ

ンター等）

地域交流スペース等整備

 

鑑賞機会の充実 美術館特別展の開催、美術品の購入  

文化財保護 遺跡発掘調査及び文化財の保存修理  

スポーツ施設整備 総合体育館屋内設備整備

市営プール改修（平和地区）
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（４） 安心して暮らせるまち 

① 心と体の健康づくり 

（健康増進・疾病予防） 

糖尿病、循環器疾患、がん等の生活習慣病等の増加、子育てへの不安や悩みを持つ母親等の

増加など、市民の心と体の健康問題に的確に対応するために、保健センターの機能強化を図る

とともに、安心して相談できる窓口の設置なども検討します。また、健康づくりに対する市民

の意欲と知識を高めるために、平和らくらくプラザなどの健康増進施設の利用促進を図り、市

民が健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。

（一般医療） 

市民の健康づくりを支援する医療保健体制を充実するために、関係機関の一層の連携強化を

図るとともに、老朽化し手狭となっている市民病院の新築移転を進め、地域中核病院としての

機能を強化します。

《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

健康づくり拠点施設整備 平和らくらくプラザ施設設備の充実  

市民病院移転新築事業の推進 用地の取得・建設運営方法の検討等  
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② 支え合いと適切な支援 

（児童福祉・母子福祉・父子福祉） 

多様な保育ニーズに対応したサービスを提供し、安心して子育てができる環境整備を進める

ために、保育園や児童センターなどの児童福祉施設の計画的整備、関係機関や地域と一体とな

った子育て支援や母子・父子家庭生活支援の充実に努めます。

（障害者（児）福祉） 

障害を持つ人が、地域の中で自立し､安心して生活できる社会を実現するために、バリアフ

リーのまちづくりを進めるとともに、障害者の雇用を積極的に企業に働きかけます。また、障

害に応じた福祉サービスを選択できる支援費制度の有効活用を促進するとともに、社会福祉法

人との協力のもと障害者福祉施設などの整備を進めます。

（高齢者福祉） 

要介護者等が必要に応じて適切なサービスを利用できるよう、介護保険制度の情報提供、ケ

アマネジャーの資質の向上を図るなどのケアマネジメント体制の充実及び介護保険サービス

の提供体制の確保に努めます。

また、介護予防事業の一環として地域住民の協力を得て、高齢者の方々の情報交換や交流の

場としての「ふれあいサロン」を身近な場所に設置するなど、老人福祉センター施設整備と合

わせ高齢者の生きがい活動を支援します。

（低所得者福祉） 

生活保護の適正な実施に努めるとともに、被保護世帯の社会的自立を促すため、日常の生活

指導の充実を図ります。また、民生委員や関係機関との連携を密にして、状況の把握に努め、

生活保護に至らない低所得世帯に対しては、各種の貸付制度の効果的な活用を図るとともに、

各種の相談事業の充実に努めます。

（地域福祉） 

社会福祉法に規定された地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会を中心に、地域における支

援体制づくりに努めます。

（社会保障） 

市民の立場にたって国民健康保険制度、介護保険制度の適正な運用に努めます。また、乳幼

児医療費助成制度については、財政状況を考慮しつつ、対象年齢を拡大する方向で検討し、健

康保持増進支援施策と併せて、受けられる条件や助成水準の見直しを進めます。

（消費者保護） 

安全で安心できる消費生活の実現のために、消費生活相談体制を充実するとともに、消費者

教育や必要な情報提供を推進し、市民一人ひとりが、これからの時代に求められる「賢い消費

者」となるよう支援を図ります。

（市民相談） 

身近な相談相手が少なくなっているため、家族だけでは対応が難しい悩みや問題の早期解決

を図るために、多様な相談の機会の確保並びに専門的な相談に応じられる体制の充実など、関

係機関との連携の下で利用しやすい相談体制の確立を図ります。
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《主要事業》 

主要事業 事業の内容 備考 

保育園施設整備 保育園園舎の建替え（下津保育園）及び施設改

修整備（六輪保育園ほか）等

 

児童厚生施設整備 児童館建替え（西町さざんか児童館）及び児童

センター整備

 

児童福祉施設支援 民間児童館事業に対する支援  

障害者福祉施設整備 障害者福祉施設整備用地の購入と施設整備

(仮称)祖父江デイサービスセンターの運営等
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（５） 協働して育つまち 

（コミュニティ活動） 

合併に伴って行政の単位が広域化する一方で、行政と地域が協働して取り組むべき課題が増

大しています。そこで、各地域の自律的な課題解決能力を向上させ、一層の地域の活性化を図

るために、当面地域に根付いたコミュニティ活動支援策を推進するとともに、旧市町の境界を

越えた交流・連携を促進します。また、新市全体を視野に入れた、新たなコミュニティ活動支

援のあり方や市民と行政が一体となったまちづくりを進める市民参加の体制について検討し

ていきます。

（ボランティア・ＮＰＯ） 

市民と行政との協働を推進するために、市民が主体となって運営している活動拠点を核とし

て市民の自主的な活動を促進するとともに、広域的な情報交換を進め市民どうしや行政と市民

との連携を推進します。

（男女共同参画） 

男女共同参画社会の形成を推進するために、女性の人権を尊重し、男女平等意識の高揚と理

解に努めるとともに、子育て支援や女性の社会参画を促進する環境の整備を進めます。

（国際化） 

本市に居住し、または訪問する外国人にとっても、住み良い開かれた多文化共生社会の実現

を目指すために、市民の国際化意識の高揚や国際化に対応できる人材の育成に努めます。

（広報広聴（住民参画）） 

合併後の新市が地域の特色を活かしながら、自立した個性的なまちづくりを進めていくため

には、地域の意思を施策に反映することがますます重要になってきます。そのため、多様な市

民ニーズを的確に把握し、行政情報を市民に対して提供するシステムの充実を図るとともに、

意思決定に市民が参画する機会をより一層拡充します。
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（６） 計画推進のために 

（行政改革（事務管理）） 

合併の効果を最大限に発揮するとともに、主要課題に柔軟に対応できる行政を実現するため

に、組織・機構や公共施設管理のあり方の見直しを進めます。行政評価システムのさらなる活

用を図るなど、自立経営型自治体を目指し、職員の政策形成能力やコスト意識を高めます。

（組織・人事管理） 

新市の組織・機構は、本庁・支所及び市民センターとし、地方自治法の規定に基づいて祖父

江・平和支所を設置します。同時に、本格的な地方分権社会に対応した行政の企画立案能力や

総合調整機能の強化を図るために、支所の管理部門は順次本庁に集約（統合)する一方、サービ

ス部門は当分の間支所に配置し、情報ネットワークを最大限に活用した簡素で効果的な組織づ

くりを進め、市民サービスを提供する体制を整備していきます。また、地域住民の利便性・利

用動向に配慮しながら、段階的に組織・機構の見直しを進めます。

なお、職員数については、退職補充の抑制や勧奨退職制度の活用により定員管理の適正化に

努めます。

（財政運営） 

多様化する市民ニーズに対応するとともに、新市における地域格差の是正に積極的に取り組

み、さらなる発展に向けて施策を推進するために、財源確保と経常的経費・義務的経費の増高

に留意した健全財政を維持しつつ、適切かつ計画的な財政運営に努めます。

（広域行政） 

広域的な社会基盤整備ニーズが高まる中で、市民サービスの向上と効果的な行政運営を実現

するために、事務事業の共同処理の推進や多様な交流機会の充実など、さらなる広域行政の推

進に積極的に取り組みます。
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６ 新市における愛知県事業の推進 

愛知県は、新市の施策と連携しながら、次に再掲する事業を実施していくことなどにより、

新市のまちづくりを積極的に支援していきます。また、愛知県は新市に対して市町村合併特例

交付金による財政的支援を行います。

○ 「自然に恵まれた安全なまち」の実現に向けて 

主要事業名 事業概要 

農村環境整備

農業基盤整備

農村活性化住環境整備事業（ほ場整備、集落道整備、集落排

水施設整備等）の推進（目比地区）

水環境整備 水環境整備事業（遊歩道整備）の推進（大江川地区）

下水道事業 日光川上流流域下水道事業（流域幹線管渠・接続点、日光川

上流浄化センターの建設）

公共下水道事業に対する支援

農業集落排水事業に対する支援（長岡西部地区）

河川改修 二級河川日光川改修の推進

二級河川三宅川改修の推進

二級河川福田川改修に向けた検討

二級河川領内川改修の推進

排水対策 排水路、排水施設整備の推進(稲島南部、福田川、中島、平

和 2 期、千代田 2 期、日下部川の各地区)
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○ 「活き活きと人が交流するまち」の実現に向けて 

主要事業名 事業概要 

尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業に対する支援広域都市交流拠点整備

愛知県の公共・公益業務施設用地の利用についての検討

国県道等幹線道路整備

(都)稲沢西春線（(一)名古屋豊山稲沢線）整備の推進 広域幹線交通軸整備

 （東西軸）
(都)南大通線（(一)稲沢祖父江線）・(都)祖父江稲沢線（(主)
名古屋祖父江線、(一)桑原祖父江線）整備の推進

 (南北軸) 一般国道155号歩道改修の推進

 新市連携促進道路整備

 （稲沢市－祖父江町） (主)名古屋祖父江線整備の推進

 （稲沢市－平和町） 津島稲沢線バイパス整備

 広域交流促進道路整備 (都)萩原多気線（(一)小牧岩倉一宮線）整備の推進

(一)大里停車場清州線交差点の整備

(主)名古屋祖父江線自転車歩行者道整備の推進

(一)八開稲沢線整備の推進

(都)巡見街道整備

土地区画整理事業 稲沢西土地区画整理事業に対する支援

下津陸田土地区画整理事業に対する支援

農業基盤整備 用水路整備の推進（小池用水地区）

排水路、排水施設整備の推進(稲島南部、福田川、中島、平

和 2 期、千代田 2 期、日下部川の各地区)  （再掲）
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７ 公共的施設の統合整備 

 既存の公共的施設については、現行の機能を維持しつつ、公共的施設間の情報ネットワーク

の整備・強化を図り、新市民の誰もが利用しやすい環境づくりを進めます。

 小中学校などの身近な施設については、新市の全域において等しいサービスを利用できるよ

う均衡化を図るための整備を進める一方、図書館などの高度な専門性を併せ持つ必要のある施

設については、中核的施設の整備を進めながら、既存施設の特性を活かした機能分担を図り、

新市の公共的施設の機能を強化していきます。

 また、合併後における利用状況を踏まえながら、公共的施設の統合による充実についても検

討していきます。

 公共的施設の管理体制については、当面、現市役所・町役場を発展継承する新市の市役所及

び支所の管理監督の下に置き、地域のニーズに即した運営を行いながら、より簡素で合理的な

管理体制の構築を目指して見直しを進めていきます。
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８ 財政計画 

（１） 前提条件 

 財政計画は、過去の財政状況や現在の財政制度等を参考に、将来の歳入・歳出について推計

したものです。

 策定に当たっては、各市町が平成 15 年度現在の制度と過去の実績を踏まえて費目ごとに見

積もった歳入・歳出額を基礎として、合併に対する財政的支援措置や歳出の削減などの効果を

見込むとともに、新市建設計画に登載する主要事業の執行やサービス・負担の変化など、合併

協議会における調整に伴う財政上の影響を反映させています。

 また、財政計画は普通会計ベースで推計しており、企業会計（上下水道、病院等）、特別会

計（土地区画整理事業等）において固有の歳入（料金収入、保留地処分金など）でまかなわれ

る経費については含まれません。

 なお、費目ごとの前提条件は次のとおりです。

① 歳入 

 ア 市税 

 現行の制度を基本として、今後の経済の見通しを踏まえて見積もり、合併協定項目に関する

調整の影響を反映しています。

 

 イ 地方交付税 

 普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る

交付税措置及び合併協議会における調整に伴う影響を見込んでいます。なお、算定に当たって

は、平成 15 年度現在の制度を前提としましたが、地方財政制度の将来を見込みがたいことか

ら、投資的経費及び公債費に係る普通交付税措置については、平成 18 年度までに約 1 割程度

削減されるものと仮定して推計しています。

 

 ウ 国庫支出金・県支出金 

 過去の実績を前提として算定し、合併に係る支援措置、合併協議会における調整に伴う影響

等を見込んでいます。

 

 エ 繰入金 

 新市建設計画に登載される主要事業に対応して当該年度に繰入れられる基金等を算定の上、

計上しています。

 

 オ 地方債 

 過去の実績を前提として算定し、各年度について、新市建設計画に登載される事業に充てら

れる地方債を見込んでいます。
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 カ その他の費目 

 過去の実績を前提として算定し、各年度について、合併協議会における調整に伴う影響を見

込んでいます。

 

② 歳出 

 ア 人件費 

 過去の実績を基礎として、各年度について推計した退職手当及び合併協定項目に関する調整

の影響を反映しています。また、退職者の補充を抑制することによる一般職職員の削減及び合

併による特別職職員の減を見込んでいます。

 

 イ 扶助費 

 過去の実績を基礎として、将来にわたり、経費が緩やかに増加していくものと仮定するとと

もに、合併協議会における調整に伴う影響を見込んでいます。

 

 ウ 公債費 

 平成 16 年度までに発行が予定されている地方債に係る元利償還金を基礎として、平成 17 年

度以降に計上した地方債に係る元利償還金を加えています。

 

 エ 物件費 

 過去の実績を基礎として、各市町が重複して支出している経費を控除するとともに、合併協

議会における調整に伴う影響を見込んでいます。

 

 オ 投資的経費 

 各年度について、新市建設計画に登載される事業に係る経費を見込んでいます。

 

 カ その他の費目 

 過去の実績を基礎として、合併協議会における調整に伴う影響を見込んでいます。
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